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研究成果の概要（和文）：本研究では戦間期のオーストリアにおける児童福祉を焦点に、戦間期オーストリアにおける
優生思想の実践を解明することを目的とした。先行研究は、一般には優生学に拒否的だったとされるオーストリアの知
的エリートの優生学的言論を多方面から明らかにしてきた。この先行研究の成果を受け、本研究は児童福祉という実践
現場に注目し、父親鑑定という現場の問題解決のために優生学の主張する「科学的」知見を導入したことを明らかにし
た。

研究成果の概要（英文）：This research project explores the praxes of eugenic thoughts in interwar 
Austria, focusing on issues of child welfare. Recent investigations have demonstrated various eugenic 
discourses of the intellectuals. This research finds out that the very praxes of the welfare, which 
longed for the way of paternity test, introduced and used the “scientific” knowledge of eugenics.
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1. 研究開始当初の背景 

 本件研究は、優生思想の「実践」の場として児童

福祉を想定し、オーストリアの優生思想の普及と

展開を明らかにすることを目的としたものである。

２０世紀ヨーロッパ史において優生思想の歴史的

展開はなお重要な課題として議論されている。と

りわけナチズムをはじめとする戦間期の政治社会

と福祉国家の関連性あるいは断絶性を考える上で

決定的なファクターとなる。近年、これまで充分に

明らかにされていなかった東中欧における優生思

想の展開が福祉政策や福祉実践との関係において

考察されるようになった。 

 

 オーストリア優生思想に関する研究の

「遅れ」 

しかし、３０年近くにわたり続けられてきた西

欧や北欧に関する研究状況とは対照的に、東中欧

についての優勢思想の展開は近年、ようやく始ま

ったばかりである。とくに本研究が対象とするオ

ーストリアに関しては「遅れ」ている。管見の限り

ではあるが、少なくとも日本における研究は「ドイ

ツ語圏」の枠組みで補足的に触れられるほかは皆

無に等しい。 

この「遅れ」にはオーストリア特有の理由があっ

た。大きな理由のひとつは、同時代におけるオース

トリア優生学の制度や組織、人的集団の非統一性

である。優生思想の発展において決定的な時期と

される１９－２０世紀転換期において（二重君主

国全体という意味でも、また西半分のチスライタ

という意味でも）「オーストリア」全体をカバーす

る優生学系組織は存在しなかった。君主国解体後

にはオーストリア共和国レベルでの組織が設立さ

れるが政治陣営の亀裂は深く、優生学者や優生思

想を持つ専門者や政策担当者たちのあいだで求心

力を持たなかった。つまり、オーストリアでは、政

治的対立を超えた優生思想・政策の共有というと

くにドイツで顕著に見られるような特徴が現れな

かった。そのため「オーストリア」としての特徴を

抽出しにくいという状況があった 1。 

 しかし、それ以上に決定的な理由は、オーストリ

アにおける「過去の忘却」である。上述のように、

優生思想・優生政策研究の多くは、その端緒におい

てナチズムとの関連性という問題意識を持ってい

た。一方、第二次世界大戦後のオーストリアのナシ

ョナル・アイデンティティは「ナチスの犠牲者」と

いう神話を核としており、個人としても国家とし

てもナチズムへの直接的、主体的関与という過去

は忘却されなければならなかった。それゆえ意識

的ではないとしても一般にナチズムの代名詞とな

っていた優生思想・優生政策を探求することは忌

避され、これが研究の「遅れ」をもたらす土壌とな

った。 

 

 １９９０年代後半以降の先行研究と課題 

 オーストリアにおける優生思想・優生政策に関

する実証研究がようやく本格化するのは１９９０

年代後半になってからのことである。１９９８年

には医療史を中心にナチス期のオーストリアにお

ける安楽死問題に関するシンポジウムが開かれた。

これに続いて２０００年には国際シンポジウム

「強制断種からナチズムへ」が開かれた(文献 14)。

こうした研究成果を引き継いで、２００７年には

１９－２０世紀転換期から１９４５年へと射程を

拡大した論集が刊行された(文献 2)。大まかに言う

と、これらの諸研究は、オーストリアにおける優生

思想の顕著な特徴、つまり優生学系の思想や運動

の多様性——それは「優生学」に相当する言葉が複数

用いられていたことにもっとも明確に現れている

——が、高度に人種主義的なナチスの優生思想の受

容を阻害したことを明らかにしてきた。 

 以上のように、オーストリアに関する研究も近

年、急速に進展してきた。しかし、これまでの研究

をリードしてきたバーダー(G.Baader)やエクスナ

ー(F.Exner)らが指摘するように、オーストリアに

おける優生思想・優生政策の歴史は明らかにされ

始めたばかりである。とくに多くの研究は特定人

物の言説分析を中心としており、政策や実践面に

関する実証研究はこれからの課題として残ってい

る。 

 

2. 研究の目的 

 以上の研究状況を受け、本研究では戦間期のオ

ーストリアにおける児童保護および家族援助をフ

ィールドとして、オーストリアにおける優生思想



の「実践」を解明することを目的とした。乳児保護・

家族援助を題材とする理由は、同時代のオースト

リアにおける優生思想を代表する人物たちがこれ

を「人口の質的向上」の起点と考え、協会ネットワ

ークや自治体レベルでの政策や実践に参与したか

らである。本研究では代表的な思想家だけでなく、

医療従事者、人口統計学者そしてソーシャル・ワー

カーによる協会レベルおよび自治体レベルでの実

践に注目した。政治陣営間の相違や相互関係に加

え、本研究ではこれまでの研究で充分に追求され

ていない農村地域での実践における優生思想の影

響を析出しようと試みた。 

 本研究の特色は、まずもってこれまで充分に追

求されないままであったオーストリアの優生思想

の歴史的展開を明らかにすることにあった。 

 研究開始当初、これまで報告者が取り組んでき

た 19-20 世紀転換期以後のオーストリアにおける

児童福祉実践と地域社会に関する研究の知見と、

先述の近年の研究成果を併せ、オーストリアにお

いては言説の状況と同様に、ドイツや北欧諸国に

比べ児童保護や家族援助の実践に優生思想が反映

されていないこと、またその受け入れ方には濃淡

があり地域的な偏差が大きいのではないかと推測

した。この受容の「阻害」要因は、政治陣営による

組織的分裂だけでなく、「伝統的」に人々に根付い

た人口再生産への思想や遺伝的決定を主軸とする

優生学に対抗的な精神分析学の影響下にあった児

童心理学の影響に起因していたのではないかと見

通した。 

 しかし、後の「研究の成果」でも述べるように、

研究開始時の推測は必ずしも正しくなかった。本

研究で追求した限りにおいて、戦間期オーストリ

アでは人口学者や医療専門職者、行政官といった

言説上の先導者が優生学的言論を展開しながらも

「優生学（Eugenik）」という表現を使うことにす

ら消極的だった一方で、児童福祉の実践現場こそ

が現場の問題解決のために「優生学」という科学的

知見を呼び寄せたと考えられるのである。この点

は「研究の成果」で詳述したい。 

 

3. 研究の方法 

 先行研究の整理 

 本研究目的に関連する４６点の文献および論文

を入手し、先行研究の分析および整理を行った。 

 史資料の分析 

 オーストリアにおいて同時代文献を中心に７１

点の資料を入手し、整理と分析を行った。 

 

4. 研究成果 

 優生思想ネットワーク 

 先にも述べたようにオーストリアの優生思想は、

全体を見通し難いものである。本研究ではまず本

研究テーマに関わる研究文献を総合的に分析し、

優生学ネットワークと児童福祉のネットワークの

関連性を明らかにした。 

１９３５年、優生学の国際雑誌 Eugenic Review

誌は、「オーストリアには優生学の調査および教育

の中央組織がない」「一般紙も優生学には興味関心

を示さない。全般的にしろ、部分的にしろ優生学を

専門とする学術ジャーナルもない」と評した 2。言

い換えれば「オーストリア的優生学」というような、

ナショナルなレベルでの統一的組織や運動は見出

しにくい。オーストリアの優生思想は、内容として

も組織としても分裂していた。こうした状況は「優

生学(Eugenik)」に相当する表現が多数あったこと

からもわかる。オーストリアの優生学ネットワー

クを明らかにしたマイヤー（Th.Mayr）の調査によ

れば、「遺伝−人種生物学(Erb- und Rassenbiologie)」

「生殖衛生学(Fortpflanzungshygiene)」等々、１

８の表現が実際には「優生学」と互換可能な言葉と

して用いられたことを明らかにしている 3。 

 こうした分裂の背景には、オーストリアという

国家あるいは「国民」そのものの立ち位置（あるい

は立ち位置のなさ）があったといえよう。 

 一方には、ドイツ（ワイマール共和国）で隆盛し

た、断種や不妊手術を優生政策の主たる手段とみ

なすメンデル主義的でネガティブな優生学があっ

た。とくにこの影響を受けたのが、アルプス東南部

のグラーツ大学医学部を中心としたネットワーク

である。図１にもあるように、グラーツ人種衛生協

会はウィーンの協会よりも早くドイツ人種衛生協

会に加盟していた。 

 もう一方には、断種をはじめとする生殖への医

療的関与を忌避するカトリック思想があった。こ



の影響はたしかに強く、明示的に「優生学」という

表現を使うことは回避されたため、表現の多様性

あるいは分裂が生じたともいえる。また、表現と同

様に優生学系の組織も統一されていなかった。 

 こうした状況を踏まえ先行研究は、考察対象を

限定して分析を進めてきた。もっとも早い段階で

は、１９８８年にバイヤーが社会民主党の福祉政

策と優生学の関係を分析した（文献 8）。２０００

年代に入るとさらに人類学についてはフックス

（B.Fucks）(文献 11)、医療についてはヴォルフ

（M.A.Wolf）(文献 29)、人口学についてはエクス

ナー（F.Exner）ら(文献 11)、カトリック（とくに

医療について）についてはレッシャー（M.Löscher）

(文献 14)が、それぞれ実証的なモノグラフを著し

ている。 

 それと同時に、先のマイヤーはそれぞれの専門

分野の人物や組織がいかに関係していたのかを追

求し、オーストリアにおける優生学ネットワーク

の存在を明らかにした(文献 19，21)。図１はマイ

ヤーによる研究をもとに、報告者がまとめたもの

である。図の右側が、ドイツの動きと連動し「メン

デル主義的」でネガティブな優生学を支持するグ

ループであり、オーストリアにおいては少数派で

あった。とくにグラーツ大学医学部とウィーン大

学哲学部人類学研究所が中心となっていた。フェ

ルキッシュな傾向の強いレッヒェ(O.Reche)ライ

ヒェルや社会主義者でもあった(W.Reichel)らが代

表的人物である。 

 図の左側が主流派であり、ネオラマルク主義的

傾向が強く、遺伝の生物学的医学的操作により個

人・集団の「質の向上」を目指すという意味 4での

いわゆるポジティブな優生学を志向する組織や個

人である。このなかにはノーベル生理学賞の受賞

者でもあるヤウレッグ(W.Jauregg)、オーストリア

第 一 共 和 国 初 代 大 統 領 の ハ イ ニ ッ シ ュ

(M.Hainisch)、「赤いウィーン」において福祉政策

を指導したタンドラー(J.Tandler)など同時代の公

衆衛生政策や福祉政策に直接関わった人物がいた。 

 この図からもわかるように、オーストリアの優

生学は分裂的でありながら、あるいはあったがゆ

えにネットワークを形成していた。戦間期オース

トリアに特徴的な政治的対立も「科学」の中立性と

いう前提のもとで党派的には対立する人物たちが

同じ組織に属すこともまれではなかった。こうし

た緩やかな結びつきが、同時代に現れた様々な優

生思想を取り込んでいくネットワークを形成した

といえよう。 

 

 優生学ネットワークにおける児童福祉の

接近 

 優生学が、目的としても手段としても生殖の人

為的操作を中核としていたことから考えれば当然

の帰結であるが、児童福祉の人的／組織的ネット

ワークと優生学ネットワークはかなりの部分で重

複していた。1924 年には、帝政期から児童福祉の

中心的組織であった「児童保護・家族および職業福

祉 中 央 協 会 (Zentralstelle für Kinderschutz, 

Familien- und Beruffürsorge, 以下、ZfKFB)」と

ÖVBP(図１参照)は合同で「福祉会議」を開催して

いる。ただし、当時の児童福祉における中心的課題、

すなわち「教育困難な子ども」や非行問題、障がい

者福祉への解決策として、明示的に遺伝と結びつ

け優生学的手段を提起するものはほとんどなかっ

た（唯一、「遺伝性梅毒」についての講演があった）

5。以上のように、本研究では、ZfKBF の機関誌や

ÖVBP の関連文献の分析を通して、オーストリア

では、他の地域においては優生政策の最前線とも

なった児童福祉の個別分野——障がい児へのケアや

非行——に対する優生学的手段の適用への抑制的傾

向が見られたことを確認した。 

 

 「子どもの権利」保護と優生学 

 しかしながら、オーストリアの児童福祉におい

て優生思想的な思考枠組みがまったく見られない

というのは誤りである。とりわけ「子どもの権利」



保護という局面において、優生思想の開拓した手

法や理論枠組みが積極的に導入された。ここでい

う「子どもの権利」保護とは、主として父親に対す

る養育費請求権の行使を指している。この点を理

解するためには、まず２０世紀前半のオーストリ

アにおける婚外子の状況をみなければならない。 

 ２０世紀前半、オーストリアはヨーロッパのな

かでも婚外出生率が高いことで知られていた。婚

外出生率は国内でも地域的偏差も大きく、アルプ

ス東南部地域がもっとも高かった。第一次世界大

戦後には徐々に低下しはじめるが、「婚外子問題」

は当時の人口学者にとって最大の課題のひとつで

あった。事実、先に述べた１９２４年の「福祉会議」

の講演では、優生学ネットワークでも有力な人口

学者ヘッケ(W.Hecke)は、人口回復の切り札として

婚外子の生活環境や教育状況の改善を訴えた 6。ま

た、２４年の「福祉会議」では、婚外出生率のもっ

とも高い地域（シュタイアーマルクの州都グラー

ツ）の市児童福祉局長は、現場の声として婚外子へ

の権利保護と福祉を強く訴えた。具体的にいえば、

婚外子福祉とは、父親の捜索と確定、そして確実な

養育費の徴収であった 7。 

 こうした児童福祉の現場での困難に答えたのが、

優生思想ネットワークでも少数派であったレッヒ

ェらのグループであった（図１参照）。1925 年辺り

から、レッヒェは裁判所と協力して裁判官の指針

となるような親子鑑定における人類学的・遺伝生

物学的調査を開始した。血液型鑑定が最初の手段

であったが、さらには、これまでアカデミックな場

に限られていた人類学の「形態学的分析」を、裁判

に応用しようとしたのである 8。 

 １９２９年ごろになると、ZfKFB の機関誌で父

親（親子）鑑定裁判に関する記述が増加しはじめた。

ZfKFB 内でも、その是非についての議論が行われ、

証拠として即採用されたわけではなかったが、

徐々にその影響力が拡大していった 9。 

 １９３１年には、レッヒェがドイツに去ったの

ち後継者となったヴェニンガー（O.Weninger）が

裁判に耐えうるよう分析を精緻化するため、人類

学講座内に「遺伝生物学研究チーム」を創設した。

同じ頃には、裁判所が「遺伝生物学的鑑定」を求め

ることが常態化した。「遺伝生物学研究チーム」は

さらなる活動の場を広げ、親子鑑定の対象者だけ

でなく、犯罪者・戦争障害者・精神病者等について

遺伝生物学的な家族調査が体系的に行われるよう

になっていた。 

 以上のように、本研究では児童福祉の実践現場

こそが現場の問題解決のために「優生学」という科

学的知見を呼び寄せたことを明らかにした。そし

て、また、この動きの発端がオーストリア共和国に

は不釣り合いなほど巨大なウィーンという「中央」

ではなく、「周縁」の「婚外子問題」にあったこと

も注目に値する。 

 こうした成果とともに、本研究を通して新たな

課題も見えてきた。それは子どもの国外強制送還

（引き取り）と、優生学的手法（「遺伝学的手法」）

の関係である。この点に関しては、今後の研究で追

求していきたい。 

 なお、第三者評価を受けるために、２０１４年１

０月に奈良女子大学で開催漁れた東欧史研究会・

ハプスブルク史研究会の合同研究会にて本研究成

果を報告し、有益な助言を得た。また、研究成果の

一部は、「主な研究発表等」に挙げた著書に反映さ

せた。２０１５年度中には、より総合的に第三者評

価をうけるため歴史学専門誌に投稿する予定であ

る。 
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